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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２０１１年１２月２０日	 

	 

	 大阪市長	 橋下	 	 徹	 様	 

日本労働組合総連合会大阪府連合会	 

	 	 会	 	 長	 	 川	 口	 	 清	 一	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大	 阪	 市	 地	 域	 協	 議	 会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 議	 	 長	 	 須	 川	 	 伊和夫	 

	 

「2012(平成 24)年度政策・予算」に対する要請	 

	 

貴職の日頃よりの市民生活の向上に向けた行政・施策の推進に敬意を表します。	 

	 

	 さて、本年 3月 11 日に発生した東日本大震災は、国難ともいえる未曾有の被害を及ぼし

ました。先ずは、被災者の生活再建と被災地の復興・再生に向けた政策を優先的に進めな

ければなりません。また、サプライチェーンが壊れたことから、大阪においても、ものづ

くりを中心に生産活動に対して影響を及ぼしていることから、厳しい経済情勢となってい

ます。さらに、雇用情勢は依然と厳しく、現在もなお失業率は高止まりしている状態とな

っており、大阪においても同様、昨年末では 2 年連続で失業率７．７％と全国ワースト 1

となっています。特に、2011 年 3 月新卒者の就職内定率は、90 年代前半の就職氷河期を上

回る最悪の雇用情勢にあります。	 

	 連合は、昨年 12 月、目指すべき社会のあり方として掲げてきた「労働を中心とした福祉

型社会」を今日的な情勢を鑑みるとともに、より深化させた「働くことを軸とする安心社

会」を新たなビジョンとして再定義し、働くことを通じて支え合う希望と安心の社会を築

くための運動展開をスタートさせました。	 

今回、連合大阪では、すべての労働者、生活者の観点で議論を重ね、「2012（平成 24）

年度	 政策･予算に対する要請」をまとめました。	 

	 要請の基本は「雇用・労働政策の充実・強化」、「産業政策の強化・拡充」、そして｢安全

に安心して暮らせる社会の実現｣の 3点です。この 3点はそれぞれつながりを持ち、雇用対

策を中心とした中で、「良質な雇用確保と創出・公正な労働」は産業の活性化に不可欠です。

さらに、「雇用の安定」は生活や治安における安心・安全をつくり上げるとともに、「持続

可能な社会に向けた基盤づくり」と相互に関連しあって、「元気で住みやすい、安全と安心

の活力ある大阪」を形成していくものと確信しています。	 

今年は、東日本大震災の影響による電力不足が予測されることから、連合・連合大阪は

「連合エコライフ２１」を中心とした、省エネ・節電の取り組みを実施しております。貴

職におかれましても、同様の取り組みの展開をお願い致します。	 

	 具体的な要請内容の趣旨を十分にお汲み取りいただき、貴職の市政運営に是非とも反映	 

させていただくよう要請する次第です。	 
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１．雇用・労働施策（４項目）	 

(1)公労使の積極的な連携・協力による雇用の安定化施策の強化について	 

	 

①	 大阪版地域雇用戦略会議と位置づけた大阪雇用対策会議で雇用戦略・基本方針を策

定し、関係機関が有機的連携をはかり、地域産業の振興と雇用の創出・確保に向けた

雇用労働施策を強化すること。また、震災の影響でサプライチェーン寸断による代替

生産が海外へシフトしないよう、大阪府のみならず関西広域連合や各団体（産官学金

労）とも連携をはかり、意見交換を行うフレームワーク等（例：関西経済・雇用対策

会議等）について検討すること。	 

	 

②	 雇用創出については、これまでの緊急経済対策や新成長戦略における雇用創出の基

金事業に対する取り組み総括を行い、さらに介護・福祉分野の重点分野雇用創造事業

は、一層の拡充をはかり、効果的な基金事業については継続できるよう積極的な予算

措置を行うこと。	 

	 

(2)ディーセントワークの実現に向けた労働施策強化と職業能力開発の機会充実に

ついて	 

	 

①	 公正労働（雇用労働における均等・均衡待遇）の実現や安心して生活のできる賃金

水準の早期確保に向けて、最低賃金の大幅な引き上げや良質な雇用の転換を求めた提

言等を国へ要請すること。	 

※良質な雇用とは・・・	 

	 期間の定めのない直接雇用を原則に、安定した賃金の確保と公正な処遇が実現され

た働きがいのある労働のこと。	 

	 

②	 離職者や未就職者への就職支援体制の構築、さらに女性労働力を積極的に促進する

就労支援として、官民連携で求人ニーズの高い福祉や次世代産業分野に対して、積極

的に職業訓練・デュアルシステム訓練などを行い、人材育成・職業能力開発の施策を

強化すること。また、行政による中間雇用施策（一時雇用）の実施など、公労使で共

同運営を行う京都ジョブパーク方式等も積極的に推進すること。	 

	 

③	 就職困難層（若年層・障がい者・高齢者・母子家庭の母親・ホームレスの人・外国

人労働者等）に対する地域就労支援事業は、地域労働ネットワークの関係団体とより

一層の連携で労働施策の事業強化と展開をはかること。また、パーソナルサポートの

モデル事業（伴走型就労支援）については、これまでの支援機関とのネットワークを

活かしたキメの細やかな支援体制を確立すること。	 

	 

(3)公正なワークルールの確立と相談体制の充実に向けて	 

	 

①	 各種労働法制については、企業、経営者団体等に周知・徹底をはかり、中小事業所
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の最低賃金や労災防止の安全対策など、大阪労働局と連携をはかり適切な行政指導を

行うこと。さらに悪質な事業所には罰則規定を盛り込んだ条例等を検討すること。	 

	 

②	 労務管理や雇用形態の多様化によって個別労使紛争が増加していることから、労働

相談体制の充実をはかること。	 

	 

(4)仕事と生活の調和推進の実現に向けて	 

	 

①	 仕事と家庭や地域生活との両立に向けて、次世代育成支援対策推進法に基づき、多

様な働き方が定着できるよう特定事業主行動計画を推進すること。また、職員が率先

垂範し、府域の市町村のモデルとして展開すること。	 

	 

２．経済・産業・中小企業施策（８項目）	 

(1)新たな雇用創出に繋がる企業誘致施策の拡充について	 

	 

	 企業誘致施策は、中小・地場企業との連携や事業拡大による新たな雇用創出が期待

できることから、大型補助金や低金利融資などの積極的な諸施策を内外へアピールし、

企業誘致活動を強力に推進すること。	 

	 

(2)次世代産業の集積化に向けた積極的な投資について	 

	 

	 関西広域連合や経済団体と積極的に連携をはかり、重点分野雇用創造事業（介護・

福祉・環境エネルギー等）を強化し、立地環境に恵まれた大阪湾ベイエリアの新エネ

ルギー産業や北大阪エリアのバイオ分野など次世代産業の集積化に向けて積極的な

投資を行うこと。	 

	 

(3)地域産ブランド力の向上と第 6 次産業化による地域活性化について	 

	 

	 地産・地消の推進やブランド力強化に向けて大阪産（もん）の取り組みを推進され

ているが、広報媒体を積極的に活用したＰＲを推進すること。また、第一次産業は大

阪府域で就業人口は少ないものの地域振興や地域コミュニケーションの強化施策の

ひとつとして、主要地域に公設市場を設置し、そこを拠点とした公共サービス的な事

業と合わせた第 6次産業化の推進を検討すること。（例：国土交通省の「道の駅」）	 

	 

(4)中小・地場企業とのマッチング施策の拡充について	 

	 

	 大阪府域の地域経済活性化に向けて、産官学金労が連携し、既存のリーディング産

業と中小企業のマッチング施策（ＢtoＢ）の充実をはかり、マッチング度合いによる

効果を発信すること。また、中小企業への積極的な支援施策として、商品力・技術力

のＰＲや販売・流通経路の助成支援によって、ビジネスチャンスが拡大する施策の強
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化と誘導をはかること。	 

(5)元気な中小企業の積極的な支援とＰＲについて	 

	 

	 中小企業庁では「元気なものづくり中小企業 300 社」（大阪 26 社）が公表され、大

阪府でも中小企業の人材確保支援施策として、ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡで企業支援コ

ンシェルジュなどの取り組みを展開しているが、技術水準の高い会社や社会貢献に優

れた社会的企業など感動できる会社・大切にしたい会社への積極的な支援を行うとと

もに広く紹介する仕組みを構築すること。	 

	 

(6)中小・地場企業への融資制度の拡充について	 

	 

	 大阪の優良な中小・地場企業を力強くサポートするために、多様な融資制度を利用

者の視点で迅速かつ、使いやすい融資制度に整備すること。	 

	 

(7)総合評価入札制度の早期拡充と公契約条例の制定について	 

	 

	 公正な入札制度の確立に向けて、市町村運営を福祉の視点（行政の福祉化）から点

検した総合評価入札制度について、業種の拡大をはかること。また、公契約に関する

大阪府の基本スタンスを要求するととともに、川崎市をはじめ市町村に広がりを見せ

ている公契約条例や公共サービス基本条例の制定に向けた取り組みを推進すること。	 

（2004 年府議会では国において基本法として判断すべき：太田知事）	 

	 

(8)下請二法の順守とガイドラインの周知徹底について	 

	 

	 下請けかけこみ寺の相談件数も大幅に増加し、引き続き、中小企業への不当なコス

ト引き下げの要請が懸念されることから、中小企業との公正取引の確立に向けて、下

請二法や下請ガイドライン等の周知徹底等、監督行政と連携をはかり適切な行政指導

を行うこと。	 

	 

３．行財政・政治・議会改革施策（5 項目）	 

	 

(1)大都市制度のあり方と府市連携について	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 大都市制度のあり方については、地方自治法の抜本改正に向けた取り組みを検討さ

れているが、地方自治制度の住民自治と団体自治の基本原則を改正する意義等につい

て、わかりやすく説明責任を果たされること。さらに府市連携については、政策能力・

効率化・民主的な政策決定・住民サービスの視点等から議会等において、慎重かつ十

分な議論が尽くされること。	 

	 

(2)ＮＰＯ等との連携を深めた新しい公共の推進と監視機能の強化について	 
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	 官民協働の視点で府民・ＮＰＯ・企業と連携をより深めた行政運営の推進に向けて、

「新しい公共支援事業」等も積極的に活用し、市町村民のニーズに応じた公共サービ

スの向上をはかること。一方で、行財政改革手法の視点では、ＰＦＩや市場化テスト

等は、公正な入札で公共サービスが継続的かつ、安心して提供されるよう監視機能を

強化すること。	 

（例：他府県でみる採算性を重視した病院事業の PFI 問題）	 

	 

(3)地方税財源の充実確保に向けた国への積極的な提言について	 

	 

	 国において「税と社会保障の一体改革」による抜本的な見直しが進められ、生活保

護や国民健康保険に関わる社会保障費の負担等について議論されているが、地方税財

源の充実確保の観点から市町村長会等を活用し、国に対して府とも連携をはかり、積

極的に提言ならびに要請を行うこと。また、税の公平性の観点から推進されている税

共通の番号制度の導入に向けては、シンポジウムや広報媒体等を通じて制度を広く周

知すること。	 

	 

(4)外部評価を組み合わせた評価制度の構築と市町村への展開について	 

	 

	 市町村でも行政評価を推進されているが、内部に止まることなく、議会報告まで展

開されること。また、第三者による外部評価についても導入の検討を行うこと。	 

	 

(5)利用者の視点からみてわかりやすいホームページについて	 	 

	 

	 わかりやすく見て楽しいサイト、住民にもっと活用されるサイトをめざして更新さ

れるよう、今後も行政サービスの情報提供やパブリックコメントによる行政参加等、

住民とのコミュニケーションツールとしての役割・機能を充実すること。	 

	 

４．福祉・医療施策（３項目）	 

(1)地域医療の充実と医師の不足・偏在の解消	 	 

	 

	 	 	 2011（平 23）年度から 2013（平 25）年度を計画期間とする「地域医療再生計画（三	 

	 	 次医療圏）」が現在、実施されている。特に、現状の課題である①救急、産科、小児科	 

	 	 などの急性期医療体制の改善、②（中河内エリアや泉州エリアなどに顕著にみられる）	 

	 	 病院勤務医の不足・偏在を解消するため、各医療機関や医科系大学と連携した具体的	 

	 	 な医師確保対策を実施すること、③医師・看護師が継続して勤務ができるようにする	 

	 	 ための職場環境の改善など、財政措置を含め取り組むこと。	 

	 

(2)高齢者・障がい者など支援を必要とする人に対する福祉サービスの充実	 	 
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①	 介護と医療、住宅、生活支援サービスなどが連携した切れ目のないサービスが提供

される「地域包括ケア」の確立を目指した改正介護保険法が制定された。この法の趣

旨を踏まえ、各市町村において地域コミュニティでの活動の充実と、介護を必要とす

る人が誰でも適切な介護サービスを受けられるよう、また、介護現場および介護サー

ビスの質を維持・向上させるため、以下３点の取り組みを求める。	 

	 

	 (ｱ)	 大阪府と連携し、事業者に対する指導・監査を強化すること。また、事業所が廃	 

	 	 	 	 	 止される場合には、利用者のサービス継続の確保、利用者と馴染みのある介護労働	 

	 	 	 	 	 者の雇用確保について市町村も充分な支援を行うこと。事業者に対しては、労働関	 

	 	 	 	 	 係法規・通達の順守を周知・徹底するとともに、労働者の賃金が最低賃金を下回っ	 

	 	 	 	 	 ている場合や、労働関係諸法規に抵触しているような場合は、事業者指定の取り消	 

	 	 	 	 	 しを行うなど、厳正な指導監査を実施すること。	 

	 

	 (ｲ)	 2017 年度末の介護療養病床の廃止期限を踏まえ、小規模多機能型居宅介護と訪	 

	 	 	 	 	 問看護などの複合型サービスの整備や、定期巡回・随時対応型サービスの充実を図	 

	 	 	 	 	 ること。また、自宅での生活が可能になるための環境整備、高齢者の住まいや施設	 

	 	 	 	 	 を確保し、社会的入院を段階的に解消していくための取り組みを行うこと。	 

	 

	 	 (ｳ)	 高齢者の健康・体力の維持・向上をめざした地域での予防(介護)施策を充実する	 

	 	 	 	 	 	 	 こと。また、生きがい作りや社会活動への参加を促すための、生涯学習やスポーツ	 

	 	 	 	 	 	 	 などに地域コミュニティで取り組むことができるよう、情報提供や環境整備を図る	 

	 	 	 	 	 	 	 こと。	 

	 

②	 障がい者の自立支援と社会参加促進の観点から、利用者の実情に応じた障がい者支

援サービスを適切に提供することを求めるとともに、特に以下の２点の取り組みを求

める。	 

	 

	 (ｱ)	 障がい福祉サービスの利用者負担、施設居住費・食費、自立支援医療の自己負担	 

	 	 	 	 	 などについては、障がい者の負担能力に配慮して、適正かつ公平な負担とすること。	 

	 	 	 	 	 また、自立支援給付に対する国庫負担基準の超過支給を行うなど、必要なサービス	 

	 	 	 	 	 の利用抑制につながらないよう配慮すること。	 

	 

	 (ｲ)	 障害者権利条約の批准に向け、障がいのある人の社会参加を阻む物理的・心理的	 

	 	 	 	 	 バリアを解消し、完全な平等を達成するために、障がいに基づくあらゆる差別を禁	 

	 	 	 	 	 止する条例を制定すること。	 

	 

(3)HIV／AIDS 予防施策のさらなる徹底	 	 

	 

	 	 	 大阪府内でのHIV／AIDSの感染者数は今もなお増加を続けている。各市町村でもHIV	 

	 	 	 	 ／AIDS の正しい知識の普及や相談・検査体制の整備を行ってきてはいるが、具体的に	 
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	 	 	 	 感染者数に歯止めがかかるような効果は未だ発揮されていないといわざるを得ない。	 

特に、若年層感染者の急激な増加傾向も見られるため、まずは若年層をターゲットと	 

した予防・啓発の効果的な取り組みを、エイズ予防週間に限らずさらに徹底し、相談・	 

検査体制の充実を図ること。	 

	 

５-①	 子ども教育施策（４項目）	 

(1)子どもの権利に関する条例の制定	 	 

	 

	 	 	 1994 年 5 月に日本も批准した国連の「子どもの権利条約」は、子どもの基本的人権	 

	 	 を国際的に保障するために定められたものであり、日本においてもその生存、発達、	 

	 	 保護、参加という包括的な権利を実現・確保していかなければならない。大阪府内の	 

	 	 各市町村でも、児童虐待やさまざまな搾取から子どもの権利を守るために「子どもの	 

	 	 権利条約」の理念を踏まえた「子どもの権利に関する条例」を制定すること。	 

	 

(2)子育て環境の整備	 	 

	 

	 	 	 大阪府および府内各市町村の努力により、保育所の待機児童数は減少傾向にある。	 

	 	 しかし、保育所待機児童解消および保育サービスの量的拡大にむけて、保育時間の延

長など更なる取り組みの強化を求める。また、ニーズが高いにも関わらず、整備が遅

れている病児保育については、各区において整備・充実させること。さらに、学童保

育施設についても、児童の利便と安全を考慮のうえ、小学校区に最低１ヵ所の設置が

実現するよう取り組みを強化すること。	 

	 

(3)子育て支援関連施設の労働環境の改善	 	 

	 

	 	 利用者のニーズが多様化している保育現場において、延長保育、一時保育、休日保	 

	 育などに対応するため、保育現場で働く保育士の負担は増大している。保育ニーズの	 

	 充足および保育の質を維持するためにも、また雇用対策の一環としても、各市町村の	 

	 保育施設で保育士の配置数を増やせるよう、独自の予算措置による保育人材雇用支援	 

	 事業を実施すること。特に、保育所の新規開設時の前倒し雇用や育児休業、退職にと	 

	 もなう引き継ぎ雇用のための人件費助成制度、保育士人材育成のための助成金制度な	 

	 どの創設を求める。	 

	 

(4)労働教育・社会教育の推進	 

	 

	 	 	 すべての教育課程において子どもの成長段階に応じ、働くことの意義を学び、勤労	 

	 	 観・職業観を育むための職業（キャリア）教育やものづくり教育を充実させること。	 

	 	 特に、インターンシップや民間企業での人材育成の取り組みとも連携したプログラム	 

	 	 を実施するなど、実践的な手法を取り入れること。また、男女平等教育、人権教育、	 

	 	 参政権や生存権、社会システム、環境教育など、自立した社会人を育成するための社	 
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	 	 会教育の充実を図ること。	 

	 

５‐②．男女平等施策	 (２項目)	 

(1)「おおさか男女共同参画プラン（2011-2015）」の取り組み強化	 

	 

	 	 男女共同参画推進のため、2011 年に新しく策定された「おおさか男女共同参画プラ	 

	 ン（2011-2015）」を広く府民に周知すること。特に施策の方向として掲げている「男	 

	 女とも仕事と生活の調和を図り、心豊かな生き方ができる環境の整備」を強化し、女	 

	 性の継続就業が可能な環境づくりや再就職の支援、経済的自立につながるよう取り組	 

	 みを行うこと。	 

	 

(2)改正育児・介護休業法の周知	 

	 

	 	 大阪府の女性年齢階級別労働力率や合計特殊出生率は、全国平均より低い。「おお	 

	 さか男女共同参画プラン（2011-2015）」に掲げている“男女ともに働き続けやすいま	 

	 ちだと思う府民の割合 50％以上”の数値目標達成にむけて、性別役割分担意識の解消	 

	 のため、改正育児・介護休業法など、法の周知徹底を行うこと。また、男性への理解	 

	 を深めるため、男性を対象としたセミナーの開催や、市のホームページに育児休業を	 

	 取得した男性の事例を掲載するなど、さらなる充実を求める。	 

	 

６．環境・まちづくり・平和人権施策	 (12 項目)	 

６‐①	 環境対策	 	 

(1)環境３Ｒの施策強化	 

	 

①	 レジ袋削減の取り組みについて、企業及び関係団体との連携のもと協定の締結に向	 

	 けた施策を講ずること。	 

	 

②	 大阪府「一般廃棄物のリサイクル率」目標は 21％と設定しているが、全国平均

(20.3％)を大きく下回っていることから、早期に全国レベルまで達成すること。具体

的には、「大阪府リサイクル社会推進会議」で策定した「リサイクルアクションプログ

ラム」に基づく実践行動の促進を大阪府と連携し取り組みを強化すること。さらに、

2015 年目標に向け「大阪府廃棄物処理計画」との整合性を図りながら促進すること。	 

	 

(2)省エネ対策の推進	 	 

	 

①	 市が所有する公共施設及び道路の照明等に関する省エネ対策として、照明の「ＬＥ

Ｄ化」を進めること。	 

	 

②	 節電施策の取り組みを強化するために、環境家計簿の取り組みと電力・ガスのスマ

ートメーターの早期据え付けを関係機関と連携し導入すること。また、省エネルギー
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化に対する取り組みを市民全員へ周知・徹底を図ること。	 

	 

③	 自然エネルギーシステムの導入に対する補助金制度を策定・強化すること。併せて、

府域全体に波及する施策を大阪府と連携して推進すること。	 

	 

(3)地球温暖化一般排出ガスの削減の取り組み	 

	 

	 ①	 公共自動車(バス・タクシー・トラック)を中心に、すべて低公害車に切換えること

を大阪府と連携し、取り組みを推進すること。	 

	 

	 ②	 温室効果ガス排出量削減施策では、2008 年度の温室効果ガス排出量は 5,299 万トン

で、1990 年度から約 8.4％の削減となっている。今後、2020 年までに府域 25％削減に

向け、国との取り組みを連動させ、新たな大阪府環境総合計画(案)と連携し、取り組

みの強化を行うこと。	 

	 

６‐②	 まちづくり（安心・安全）対策	 	 

(1)総合的な交通網の施策強化	 

	 	 

	 ①	 業種毎の事業法で運営されている交通事業の一元化と、インフラ整備も含めた総合

交通システムを確立すること。特に、誰もが利用しやすく、安心で安全なインフラの

整備で交通弱者をつくらないこと。	 

	 

	 ②	 交通安全、公共交通利用時のマナー向上施策として、学校及び企業などと連携して

啓発活動を推進すること。	 

	 

	 上記内容について、大阪府と連携し取り組みを推進すること。	 

	 

(2)交通渋滞解消の取り組み	 

	 

	 	 大阪市内への車の乗り入れ削減の取り組みとして、府域全体の設置に向け商業施設	 

	 や企業の施設など、企業の協力を得ながらパークアンドライドの設置拡大に向け施策	 

	 を強化すること。また、近畿圏交通実態調査結果をもとに、より効果的な施策が策定	 

	 できるように有識者、関係団体、労働団体が参加する協議体で議論すること。	 

(3)観光サービスの充実	 

	 

	 ①	 訪日外国人に対して、ショッピング及び観光に利用できるクレジットカードや各種

カードの利用ができるようにインフラ整備を大阪府と連携し推進すること	 

	 

	 ②	 サービス産業の拡大に向けて、外国人も含めた施策として、「観光案内所の充実、外

国語表示」などハード面の充実と「通訳対応、商品の提供拡大」などのソフト面の機
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能充実を図ること。	 

	 

６‐③	 災害対策	 	 

(1)災害対策	 

	 

	 	 東日本大震災で被災された地域では、「地域防災対策・防災マニュアル」など策定し、	 

	 地域住民に対して情報発信など啓発活動を実施していた。しかしながら、災害規模が	 

	 想定を超えたことから大災害となった。大阪府においても「地域防災計画」｢大阪府地	 

	 震防災アクションプラン｣を策定しているが、基準の見直しと最小限の災害レベルに抑	 

	 えるリスク回避策を市町村として再構築すること。	 

	 

(2)地域コミュニティの強化	 

	 

	 	 	 災害発生から復旧・復興に向けて、住民同士の連携が不可欠であることから、地域コ	 

	 	 	 ミュニティの構築と連携強化に取り組むこと。さらに、地域コミュニティの中心となる	 

	 	 	 のが「自治会」であるため、「自治会」が主体的に活動できるように大阪府と市町村が	 

	 	 連携し、予算化も含めて施策を講ずること。※自治会とは、地域振興会組織を含む。	 

	 

(3)緊急情報提供	 

	 

	 	 	 緊急時の情報弱者に対する情報提供のあり方について、すべての人が情報を入手でき	 

	 	 	 る仕組みを構築すること。（健常者以外の方に対する情報提供のあり方）	 

	 

６‐④	 犯罪・安心・安全対策	 

(1)街頭犯罪の撲滅に向けて	 

	 

	 	 「将来ビジョン・大阪」に掲げている安全・安心ナンバー１大阪の実現に向けて、市	 

	 民が安心して暮らせるよう防犯対策を推進すること。	 

	 	 

	 	 ①	 	 防犯カメラの設置台数は増加しており、一定の犯罪抑止対策になっていることから、	 

	 	 	 	 現在も街頭犯罪が多発している地域に対して重点的に設置を進めること。	 

	 

②	 防犯活動の取り組みについては、「地域安全センター」を拠点に進められ、特に活発

に活動している地域では、犯罪抑止につながっていることから、市域全体に活動が浸

透するよう取り組みの強化を図ること。また、地域安全センターが設置されていない

地域については、早期に設置すること。	 

	 

６‐⑤	 平和・人権対策	 	 

	 

(1)	 インターネットや携帯電話などを通じて、様々な個人情報が入手でき、さらに情報発	 
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	 	 信が可能であることから、各ハラスメント・人権侵害・障がい者差別などが深刻化して	 

	 	 いる。これらに対して、府が策定している「人権教育推進計画｣を基本に、人権問題に関	 

	 	 する取り組みの強化と啓発活動を強力に推進すること。	 

	 	 

(2)	 「国際平和都市・大阪」宣言に基づき、「大阪国際平和センター」の役割を重視し、

府民だけではなく、世界に発信できる平和の情報発信基地としての役割を周知・啓発・

広報すること。	 

	 

７．大阪市地域協議会独自要請内容	 （5項目）	 

	 

(1)	 大阪における雇用情勢が引き続き厳しい状況を踏まえ、2012 年度に期限を迎える雇用	 

	 	 創出関係基金の延長に向けて、大阪雇用対策会議等を通じて国への働きかけを強化する	 

	 	 こと。また、現在、実験的事業として実施されているパーソナル・サポート・サービス	 

（第 2次分）について、安定的事業化に向けて国への働きかけを行うこと。	 

	 

(2)	 ホームレス数は全国的に減少傾向にあるとはいえ、ネットカフェ難民などの潜在的数	 

	 	 値は増加の傾向にある状況を踏まえ、当面、2012 年 8 月に期限切れを迎える「ホームレ	 

	 	 ス自立支援法」の延長に向けて、国への働きかけを行うこと。	 

	 

(3)	 大阪市内の主要幹線道路における自転車走行について、自転車の利用者が増加してい	 

	 	 る状況に鑑み、通勤・通学時等の歩行者の安全確保に向けた実効ある対策を講じること。	 

	 また、放置自転車の対策について強化すること。	 

	 

(4)	 生活保護行政の改善に向けて、大阪市においてはプロジェクトチームを設置して検討	 

	 	 と対策に努力されているところであるが、とりわけ、不正受給対策の進捗状況について	 

	 明らかにすること。また、生活保護世帯における若年層などへの就労支援対策を強化す	 

	 ること。	 

	 

(5)	 選挙時の投票所設置について、参議院における国会質問（2009 年 5 月・第 171 通常国	 

	 	 会）を通じて「ショッピングセンタ―等頻繁に人の往来があるところ」への設置に関し、	 

	 一定の制約条件を満たせば可能とする総務省見解も示されているところであるが、大阪	 

	 市としての投票率アップに向けた考え方について明らかにすること。	 

	 

以	 上	 


